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鳥取市条例第３５号  

鳥取市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 鳥取市水道事業給水条例（昭和４８年鳥取市条例第５８号）の一部を次のように改

正する。 

 第２４条第２項の表中「４６０円」を「８４０円」に、「１,２５０円」を「１,９５

０円」に、「２,１２０円」を「３,１６０円」に、「６,５００円」を「９,４００円」

に、「１１,２００円」を「１６,７００円」に、「３０,４００円」を「４３,９００円」

に、「６２,０００円」を「８８,０００円」に、「１７０,０００円」を「２４０,００

０円」に、「３５０,０００円」を「４００,０００円」に、「４６円」を「５２円」に、

「１００円」を「１０４円」に、「１３４円」を「１３９円」に、「１６１円」を「１

６６円」に、「２００円」を「２０２円」に改める。 

第２５条中「１４８円」を「１６５円」に改める。 

第３１条第１項中「新設」の次に「（当該給水装置の新設について鳥取市水道施設整

備事業分担金徴収条例（平成１０年鳥取市条例第１号）の規定に基づく分担金が賦課

されている場合を除く。）」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第３１条第１項の改正

規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥取市水道事業給水条例第２４条の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後最初の定例日後（施行日以後最初の定例日

に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日）に、計

量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前

に、計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。 


